
 

３月８日は、国際女性デーです。「国際女性デー」は、国や民族、言語、文化、経済、政治の壁に 

関係なく、女性が達成してきた成果を認識する日で、１９７７年に国連総会で議決されました。 

この日は、ジェンダー平等の推進や権利を守るための行動を再認識する日です。 

「国際女性デー」のシンボルは、黄色いミモザの花で、別名「ミモザの日」とも呼ばれています。 

 

２０２６年の国際女性デーのテーマは 

権利、正義、行動。すべての女性と少女のために。 
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筑紫野市男女共同推進センター 
2026 

 

 意味：「らーふ(laugh)」 + 「ふる(full)」   ～市民の笑顔が満ちあふれる場となることを願って～ 

３・４月 

3/8 は 

International Women’s Day 

 

 

 

3/１～3/8 は「女性の健康週間」です。

●女性の健康課題 

・思春期 

月経トラブル、性感染症・望まない妊娠  

・成人期 

月経トラブル、不妊症、婦人科系疾患  

・更年期 

更年期障害、骨粗鬆症、婦人科系疾患 

・老年期 

GSM (閉経関連尿路性器症侯群)、 

生活習慣病 

厚生労働省では、毎年３月１日から３月８日を「女性の健康週間」と定めています。女性が生涯を通じて健康で

明るく、充実した日々を過ごすことができるよう、健康に関する知識を深め、女性を取り巻く健康課題に対する

社会的関心の喚起を図っています。女性は、ライフステージ毎に変化する女性ホルモンの分泌が健康に大きく影響

し、男性とは異なる心身の変化や特有の健康課題があります。健康上の課題による就労への影響も大きく、昇進や

管理職になる事を断念するなどのキャリア形成の妨げにもなっています。男女がともに、互いの身体の特性・健康課

題を正しく理解し、尊重し合い健康づくりに取り組むことは、だれもが活躍できる社会につながることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(男女共同参画白書 令和６年版より引用) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催月 取り組み内容 

6月 男女共同参画週間 ぷちフェスタ開催（団体企画・講演会・パネル展示） 

8月 女性の人権と平和講演会・パネル展示 

10月 パープルプラザフェスタ参加 

男女共同参画プラザ(生涯学習センター１階)は、性別にとらわれず、誰もがいきいきと暮らせる社会を実

現するための活動拠点で、情報発信や会議、学習、交流の場として活用されています。 

現在９つの登録団体があり、それぞれ男女共同参画、環境問題など、様々な課題の解決に取り組んでいま

す。男女共同参画プラザ活動団体になると、月１回の男女共同参画プラザ活動登録団体連絡会(プラザ連絡

会)を通じた団体間交流や取り組みを通して、男女共同参画について学ぶことができます。また会議等で男女

共同参画プラザを無料で使用することができます。男女共同参画プラザの活動に興味がある団体は、お問い

合わせください。 

＜取り組み内容＞ 

 

毎年 4月は

 

筑紫野市 男女共同推進センター総合相談 TEL 092-918-1311(月～金曜日 9時～16時半)＊祝日・年末年始を除く 

ちくし女性ホットライン TEL 092-513-7335(月・水～金曜日 12時～19時 土曜日 10時～17時)＊祝日・年末年始を除く 

 

キュアタイムはこちらから 

気になる事があれば相談しよう ひとりで悩まないで！ 

◆(電話相談)性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター #８８９１(はやくワンストップ)            

性犯罪被害相談電話(警察) #８１０３(ハートさん) 

◆(SNS相談)性暴力に関する相談(Cure time) https://curetime.jp/ 

年齢・性別を問わず相談できます。 

 

 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を著しく踏みにじる行為であり、その心身に長期にわたり重大な悪

影響を及ぼします。１０代から２０代の若年層を狙った性犯罪・性暴力は、その未熟さに付け込んだ重大

な人権侵害であり、決して許されるものではありません。 

国では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期で

ある４月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定めています。「同意のない性行為は性暴力」「被害者は

悪くない」という認識のもと、だれもが「加害者」「被害者」「傍観者」にならないために、私たち一人ひと

りの意識を高めることが大切です。 

平和の取組みパネル展示 

一人ひとりが輝き 豊かで活力あるまち ちくしのをめざして 

あなたも活動してみませんか？ 

       男女共同参画プラザ活動登録団体を募集します。 

この他にも様々な取り組みを行っています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー・イベント等の報告 

平成３０年に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定され、国や地方公共団体の責務

が定められました。全国的に、女性議員や若い世代の比率は低く、筑紫野市も同じ傾向にあります。筑紫野市

は、議会議員２２人中女性は 4人(１８．２％)、30代・４０代は 5人(22.7%)です。 

このセミナーは、４人の筑紫野市議会議員をパネリストに迎えて、パネルディスカッション形式で開催しまし

た。女性や若い世代の政治参画の現状について学んだ後、３つのテーマを元にパネルディスカッションを行い、

それぞれの活動方針などをお話して頂きました。市議会議員の話を直接聞ける貴重な機会とあって、録画配信

受講者を含め、幅広い世代の方が受講されました。 

また２月８日に行われた第５１回衆議院総選挙では、６８人の女性議員が当選し（全当選者に占める割合は

14.6%）、前回(２０２４年)の７３人(15.7%)に次いで、過去２番目に多い結果となりました。今後も女性や若

い世代が政治に関心を高め、多様な意見が反映されていく社会になることが望まれます。 

 テーマ① 私が力を入れて取り組んでいる政策 

 テーマ② 議員生活とプライベート 

 テーマ③ 政治を自分ごとにするために必要だと思うこと 

  赤司 祥一さん         前田 倫宏さん      春口 茜さん           山本 加奈子さん    

≪ セミナーの感想 ≫ 

・若い世代の議員さん達の活動や考え方がよくわかりました。筑紫野市のために頑張っていることを知り、頼

もしく感じました。それぞれの活動が、より多くの人に届くようにして欲しいです。 

・生活の中で議員活動とプライベートが一体化しているというお話が印象的でした。 

・筑紫野市の観光やブランディングに力をいれているお話にとても共感しました。温泉や生姜などの農産物を

活用した新たな名物ができるといいですね。 

・SNSでの発信だけでなく、対面で直接、話を聞くことで感じるものがあるので、こんな場を増やしてほしい。 

・政治は遠い世界の知らないことではなく、身近なものであり、参加することで変えられると感じました。 

・女性や若い人達にもっと政治に参画して欲しいと思いました。 

4人のパネリスト 

の皆さん 

1/31 政治分野における男女共同参画セミナー 

～現役議員と考えよう 私たちの暮らしと政治のコト～ 
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相   談 日   時 備   考 

総  合  相  談 
月～金 9:00～1６:３0 

（年末年始、祝日除く） 
・電話相談・面接相談(予約優先) 

女 性 弁護 士 による 

法 律 相 談 

毎月第２・４火曜日 

13:00～16:00 
（１人30分） 

・面接相談  ・原則 1回のみ 

・相談日の 2週間前の水曜日から 

予約開始です（要予約） 
※事前に相談員との論点整理をおすすめします。

論点整理は、総合相談の日時に、面接または電

話で相談できます。 

＜発行＞：筑紫野市 総務部 人権政策・男女共同参画課 男女共同参画担当 
〒818-8686 筑紫野市石崎 1-1-1 筑紫野市役所 

TEL：092-918-1311 e-mail：danjo@city.chikushino.fukuoka.jp 

ご相談は全て無料です。秘密は守ります。 どなたでも相談できます。 

TEL 092-918-1311 
 

 
夫婦や親子など 

家族の問題 

交際相手やパートナー

からの暴力 

人間関係の悩み 

悩み 

自分自身の 

生き方について 

筑紫野市では、寄贈された生理用品を活用し、経済的・家庭的な理由など様々な事情により生理用品が

入手困難な方へ、無償でお渡ししています。(無くなり次第終了) 

受取時、声に出しづらいときは、引換カード(右図)やチラシ等の提示でも受け取りできます。 

◆配布場所  筑紫野市役所２階(６番窓口) 人権政策・男女共同参画課 

◆配布内容  生理用ナプキン 1人につき 1セット(昼用・夜用) 

引換カード見本 

生理用品配布に関する詳細はこちらから 


